
 

岸和田市特定教育・保育施設整備費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の設置者に限る。）、

日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人（以下「社会福祉法人等」という。）に

よる特定教育・保育施設の整備に要する費用につき交付する岸和田市特定教育・保育施

設整備費補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（条例及び規則との関係） 

第２条 補助金の交付に関しては、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例（昭和

43年条例第43号）及び岸和田市補助金等交付規則（平成11年規則第43号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助金の対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人等が設置する児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第７条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園の施設のうち

次の各号に該当するものであって、国の保育所等整備交付金（以下「国の交付金」とい

う。）又は大阪府安心こども基金特別対策事業費補助金（以下「府の補助金」という。）

の交付を受けて整備する事業（以下「事業」という。）とする。 

(1) 特定教育・保育施設の基準が子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第34条第

１項第１号及び第３号の規定に基づく基準に適合するもの       

(2) 施設の創設等に要する費用について、財源及び土地の確保が確実であり、かつ、事業

の効果が十分期待できるもの       

(3) その他市長が必要と認めたもの 

（補助金の対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、事業に要する経費のうち、別表第１の費目ご

とに定める経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる基準により算定した額を合計した額とする。た

だし、当該各号により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、それぞれこ

れを切り捨てるものとし、予算の範囲内において交付する。 

(1) 国の交付金の交付を受けて市が交付する補助金の額は次のとおりとする。 

ア 国の保育所等整備交付金交付要綱（以下「国の交付要綱」という。）の８（１）ア

又は（２）アに該当する事業にあっては、国の交付金の額に８分の９を乗じて得た額 

イ 国の交付要綱の８（１）イ、（２）イ、（４）、（５）のいずれかに該当する事業

にあっては、国の交付金の額に２分の３を乗じて得た額 

(2) 府の補助金の交付を受けて市が交付する補助金の額は次のとおりとする。 

ア 国の安心こども基金管理運営要領（以下「要領」という。）別添１ ３（１）に該



当する事業にあっては、府の補助金の額に８分の９を乗じて得た額 

イ 要領別添１ ３（２）に該当する事業にあっては、府の補助金の額に２分の３を乗

じて得た額 

 （協議） 

第６条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等（以下「補助事業者」という。）

は、事業に係る工事（以下「工事」という。）に着手する日の１箇月前までに、協議書

（様式第１号）により、市長と協議しなければならない。ただし、複数年で整備する事

業については、２年目以降の工事を除く。 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第５条の規定による補助金等交付申請書は、補助金交付申請書（様式第２号）

とする。 

（着工届） 

第８条 補助事業者は、申請に係る工事に着手した日から10日以内に着工届（様式第３号）

を市長に提出しなければならない。ただし、複数年で整備する事業については、２年目

以降の工事を除く。 

（状況調査） 

第９条 市長は、当該工事が設計図書に適合しているかどうかの状況調査を行い、適合し

ていないと認める場合は、工事の改善を命ずるものとする。 

（実績報告） 

第10条 規則第13条の実績報告は、実績報告書（様式第４号）を事業が完了した日の翌日

から起算して30日又は事業の完了した日の属する年度の翌年度の４月５日のいずれか

早い日までに提出することにより行う。ただし、補助金交付決定をした日の属する年度

内（以下「年度内」という。）に事業を完了できないときは、規則第13条後段の規定に

より年度内の事業の進捗に合わせて実績報告書を提出するものとする。 

（帳簿等の整備及び保管） 

第11条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を

整備し、これを事業完了後10年間保管するものとする。 

（補助金の交付） 

第12条 補助金は、規則第14条の規定による補助金の額の確定後交付するものとする。た

だし、市長が必要と認めるときは、補助金の額の確定前に、規則第６条の規定による補

助金交付決定額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。 

２ 補助事業者は、補助金の額の確定通知又は補助金の交付決定通知を受けた後、速やか

に補助金交付請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（規則第19条ただし書に規定する市長が定める期間） 

第13条 規則第19条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助事業等により取得し、



又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成20年厚生労働省告示第384号）の例によ

る。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年10月25日から施行し、施行後の岸和田市特定教育・保育施設

整備費補助金交付要綱の規定は、平成28年４月１日から適用することとする。 

  経過措置 

この規則による、同日以前に大阪府安心こども基金特別対策事業費補助金の交付の決

定を受けている補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成29年６月30日から施行し、施行後の岸和田市特定教育・保育施設

整備費補助金交付要綱の規定は、平成29年４月１日から適用することとする。 

附 則 

この要綱は、平成30年６月18日から施行し、施行後の岸和田市特定教育・保育施設

整備費補助金交付要綱の規定は、平成30年４月１日から適用することとする。 

附 則 

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前に要綱第６

条の市長への協議を行った事業であって、令和3年3月31日までに工事に着手した事業

については、改正前の要綱第5条第1項第3号及び同条第2項の規定を適用する。 

 



別表第１（第４条関係） 

費目 対象経費 

本体工事費 施設の整備（施設の整備と一体的に整備されるものであって市長が必

要と認めた整備を含む。）に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費

（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事

費又は工事請負費の２.６％に相当する額を限度とする。）、実施設計に

要する費用、開設準備に必要な費用、新たに土地を賃借して整備する場

合に必要な賃借料（敷金を除き礼金を含む。）。ただし、別の補助金等に

おいて別途交付対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ

れと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を

含む。 

解体撤去工事

費及び仮設施

設整備工事費 

（大規模修繕

は仮設施設整

備工事費のみ

対象） 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な

賃借料、工事費又は工事請負費 

次に掲げる費用については、補助の対象としない。 

(1) 土地の買収又は整地に要する費用 

(2) 既存の建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効果的であ

ると認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

(3) 職員の宿舎に要する費用 

(4) その他整備費として適当と認められない費用



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

岸和田市長        様 

                    所 在 地 

                    名   称 

                    代表者氏名             印 

岸和田市特定教育・保育施設整備協議書 

岸和田市特定教育・保育施設整備費補助金について、関係書類を添えて協議いたしま

す。 

１．施 設 名 

 

２．施設の所在地 

 

３．設置主体 

 

４．整備の内容  

 

５．添付書類 

（１）歳入歳出予算書（案） 

（２）設計図書（平面図、立面図等） 

（３）工事の工程表・工事設計監理内訳書 

（４）その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第７条関係） 

  年  月  日 

岸和田市長       様 

                       所 在 地 

名   称 

代表者氏名          印 

   年度岸和田市特定教育・保育施設整備費補助金交付申請書 

 岸和田市特定教育・保育施設整備費補助金を受けたいので、岸和田市特定教育・保育施

設整備費補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

記 

１．補助金申請額      金              円 

２．申請額算出内訳     別紙１のとおり 

３．事 業 計 画 書      別紙２のとおり 

４．歳入歳出予算書     別紙３のとおり



別紙 1 

特定教育・保育施設整備費補助金申請額算出内訳 

施設名： （単位：円） 

項目 総事業費（Ａ） 寄附金その他の
収入予定額（Ｂ） 

差引額（Ｃ） 
（Ａ-Ｂ） 

対象経費の実支 
出予定額（Ｄ） 

選定額（Ｃ・Ｄの
いずれか小さい 
額）（Ｅ） 

国の交付金又は
府の補助金の交 
付基準額（Ｆ） 

補助基本額（Ｅ・
Ｆのいずれか小 
さい額）（Ｇ） 

国の交付金額又
は府の補助金額 
（Ｈ） 

国の交付金又は 
府の補助金を受
けて市が交付す 
る補助金の額 
（Ⅰ） 

交付申請額（Ｋ・
Ｌのいずれか小 
さい額） 

対象経費＋対象外経費    

対象経費合計           

本体工事費  

  

 

  

 

  

  

工事費    

特殊附帯工事費    

外構工事費（防犯対策に限る）    

工事事務費（上記工事費の 2.6%
が上限）    

実施設計費    

耐震診断費    

開設準備にかかる備品費等    

土地賃借料（敷金を除き礼金を
含む。） 

   

定期借地権設定のための一時
金    

地域の余裕スペース加算（事業
費には含めず）    

解体撤去工事費    

  
解体撤去工事費    

工事事務費（解体撤去工事費の
2.6%が上限）    

仮設施設整備工事費    

  
仮設施設整備工事費    

工事事務費（仮設施設整備工事
費の 2.6%が上限）    

対象外経費（外構など）     

（注） 
・Ａ欄には、対象経費以外も含めた総事業費を記入すること。 
・Ｂ欄には、市補助金以外の収入がある場合にその金額を記入すること。 

・Ｄ欄には、Ａ欄のうち対象経費に係る支出予定額を記入すること。 
・Ｆ欄には、市が交付を受ける国の交付金又は府の補助金の算定基準額を記入すること。基準額が補助率を乗じた額のときは、乗じる前の額を記入すること。 
・Ｈ欄には、補助基本額（Ｇ）に適用する補助率２／３又は１／２を乗じた額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を記入すること。 

・Ⅰ欄には、Ｈ欄に適用する補助率に応じて次の額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を記入すること。 
① Ｈ欄の補助率が２／３のときは、Ｈ欄の額に９／８を乗じた額 ②Ｈ欄の補助率が１／２のときは、Ｈ欄の額に３／２を乗じた額 

 



別紙 1 

特定教育・保育施設整備費補助金申請額算出内訳（継続事業） 

施設名： （単位：円） 

項目 総事業費（Ａ） 
寄附金その他
の収入予定額

（Ｂ） 

差引額（Ｃ） 
（Ａ-Ｂ） 

対象経費の実
支出予定額

（Ｄ） 

選定額（Ｃ・Ｄの
いずれか小さ

い額）（Ｅ） 

国の交付金又
は府の補助金
の交付基準額

（Ｆ） 

補助基本額
（Ｅ・Ｆのいずれ
か小さい額）

（Ｇ） 

当該年度の事
業進捗率（Ｈ） 

国の交付金額
又は府の補助
金額（Ⅰ） 

国の交付金又
は府の補助金
を受けて市が
交付する補助
金の額（J） 

交付申請額 
（Jの額） 

対象経費＋対象外経費    

対象経費合計            

本体工事費  

  

 

  

 

  

  

工事費    

特殊附帯工事費    

外構工事費（防犯対策に限
る）    

工事事務費（上記工事費の
2.6%が上限）    

実施設計費    

耐震診断費    

開設準備にかかる備品費等    

土地賃借料（敷金を除き礼
金を含む。）    

定期借地権設定のための一
時金    

地域の余裕スペース加算
（事業費には含めず）    

解体撤去工事費    

  
解体撤去工事費    

工事事務費（解体撤去工事
費の 2.6%が上限）    

仮設施設整備工事費    

  
仮設施設整備工事費    

工事事務費（仮設施設整備
工事費の 2.6%が上限）    

対象外経費（外構など）     

（注） 
・Ａ欄には、対象経費以外も含めた総事業費を記入すること。 
・Ｂ欄には、市補助金以外の収入がある場合にその金額を記入すること。 

・Ｄ欄には、Ａ欄のうち対象経費に係る支出予定額を記入すること。 
・Ｆ欄には、市が交付を受ける国の交付金又は府の補助金の算定基準額を記入すること。基準額が補助率を乗じた額のときは、乗じる前の額を記入すること。 
・Ⅰ欄には、補助基本額（Ｇ）に当該年度の事業進捗率及び適用する補助率２／３又は１／２を乗じた額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を記入すること。 

・Ｊ欄には、Ⅰ欄に適用する補助率に応じて次の額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を記入すること。 
 ①Ⅰ欄の補助率が２／３のときは、Ⅰ欄の額に９／８を乗じた額 ②Ⅰ欄の補助率が１／２のときは、Ⅰ欄の額に３／２を乗じた額 
 

  



別紙２ 

事 業 計 画 書 

１ 実施施設の概要 

（１）施設の名称 

（２）施設の所在地 

（３）施設の種別 

（４）設置主体及び経営主体 

（５）事業の目的及び効果 

（６）入所（利用）定員                         （人） 

区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

整 備 前        

増 減        

整 備 後        

うち１号定員     

（７）補助事業完了予定年月日     年  月  日 

２ 施設整備の内容 

（１）施設の規模及び構造 

ア 整備事業（解体撤去工事費、仮設施設整備工事費を除く。） 

(ｱ)敷地面積        ㎡ 

(ｲ)敷地の所有関係（自己所有地、借地、買取（予定）地の別）           

(ｳ)整備区分          

(ｴ)建物の面積  建築面積      ㎡   延べ床面積       ㎡ 

(ｵ)建物の構造          造 

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

(ｱ)建物面積   建築面積      ㎡   延べ床面積       ㎡ 

(ｲ)建物の構造         造 

(ｳ)建築年月日      年  月  日 

(ｴ)補助金の区分（    年度 市補助金・民間・自己資金・その他）          

(ｵ)処分年月日      年  月  日 

ウ 仮設施設整備工事 

(ｱ)建物面積   建築面積      ㎡   延べ床面積       ㎡ 

(ｲ)建物の構造         造 

 



（２）実工事費内訳 

① 本体工事費                  円 

② 工事事務費                 円 

③ 実施設計費                 円 

④ 特殊附帯設備工事費             円 

⑤ 解体撤去工事費               円 

⑥ 仮設施設整備工事費             円 

⑦ その他の工事費               円 

⑧ 合計                    円 

（３）財源内訳 

①市補助金                   円 

②その他補助金                 円 

③設置者負担金                 円 

（内 訳） 

一般財源（自己資金）            円 

借入金                   円 

寄付金                   円 

その他                   円 

④合 計                    円 

（４）施工計画 

ア 直営・請負の別               

イ 契約予定年月日        年  月  日 

ウ 着工予定年月日        年  月  日 

エ 竣工予定年月日        年  月  日 

オ 事業開始予定年月日      年  月  日 

カ 解体撤去工事関係 

(ｱ)直営・請負の別               

(ｲ)着工予定年月日       年  月  日 

(ｳ)完了予定年月日       年  月  日 

キ 仮設施設整備工事関係 

(ｱ)直営・請負・賃貸借の別               

(ｲ)工事予定期間        年  月  日～    年  月  日 

(ｳ)仮設施設の使用予定期間   年  月  日～    年  月  日 

 

 

 



３ その他参考事項 

 

 



別紙３ 

法 人 名               

施 設 名               

代表者氏名             印 

年度特定教育・保育施設設特別会計歳入歳出予算書 

（収  入） 

自 己 資 金                  円 

福祉 医 療機構 借入 金                  円 

       年度市補助金                  円 

そ の 他                 円 

 

計                      円 

（支  出） 

本 体 工 事 費                  円 

工 事 事 務 費                  円 

実 施 設 計 費                  円 

特 殊附帯 設 備 工事費                  円 

解 体 撤 去 工 事 費                  円 

仮設 施 設整備 工事 費                  円 

その 他 対象外 工事 費                  円 

 

計                                       円 



様式第３号（第８条関係） 

年   月   日 

岸和田市長          様 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名           印 

   年度岸和田市特定教育・保育施設整備事業着工届 

 みだしのことについて、下記のとおり着工したので届け出ます。 

記 

１．施設の名称 

 

２．施設の所在地 

 

３．総事業費 

 

４．事業着工年月日 

 

５．事業完了予定年月日 

 

６．請負業者の住所氏名 

 





様式第４号（第 10 条関係） 

  年  月  日 

岸和田市長            様 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名            印 

     年度岸和田市特定教育・保育施設整備事業実績報告書 

   年  月  日付      第  号で交付決定を受けた、    年度

岸和田市特定教育・保育施設整備費補助金に係る事業実績について、次の関係書類を添

えて報告します。 

記 

１．事業費精算書    別紙１のとおり 

２．事業実績報告書   別紙２のとおり 

３．歳入歳出決算書   別紙３のとおり



別紙 1 

特定教育・保育施設整備費補助金事業費精算書

施設名： （単位：円） 

項目 総事業費（Ａ） 
寄附金その
他の収入予
定額（Ｂ） 

差引額（Ｃ） 
（Ａ-Ｂ） 

対象経費の
実支出予定
額（Ｄ） 

選定額（Ｃ・Ｄ
のいずれか
小さい額）
（Ｅ） 

国の交付金
又は府の補
助金の交付
基準額（Ｆ） 

補助基本額
（Ｅ・Ｆのいず
れか小さい
額）（Ｇ） 

国の交付金
額又は府の
補助金額（Ｈ） 

国の交付金
又は府の補
助金を受け 
て市が交付
する補助金 
の額（Ⅰ） 

市補助金交
付決定額（Ｊ） 

補助金選定
額 (Ｉ･Ｊのい
ずれか少ない
額)（Ｋ） 

市補助金受
入済額（Ｌ） 

差引過不足
額（Ｋ-Ｌ） 

対象経費＋対象外経費   

対象経費合計   

本体工事費 

  

 

    

  

工事費  

特殊附帯工事費  

外構工事費（防犯対策に限
る）  

工事事務費（上記工事費の
2.6%が上限） 

 

実施設計費  

耐震診断費  

開設準備にかかる備品費等  

土地賃借料（敷金を除き礼
金を含む。）  

定期借地権設定のための
一時金  

地域の余裕スペース加算
（事業費には含めず）  

解体撤去工事費  

  
解体撤去工事費  

工事事務費（解体撤去工事
費の 2.6%が上限）  

仮設施設整備工事費  

  
仮設施設整備工事費  

工事事務費（仮設施設整備
工事費の 2.6%が上限）  

対象外経費（外構など）   

（注） 

・Ａ欄には、対象経費以外も含めた総事業費を記入すること。 
・Ｂ欄には、市補助金以外の収入がある場合にその金額を記入すること。 
・Ｄ欄には、Ａ欄のうち対象経費に係る支出予定額を記入すること。 

・Ｆ欄には、市が交付を受ける国の交付金又は市の補助金の算定基準額を記入すること。基準額が補助率を乗じた額のときは、乗じる前の額を記入すること。 
・Ｈ欄には、補助基本額（Ｇ）に適用する補助率２／３又は１／２を乗じた額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を記入すること。 
・Ⅰ欄には、Ｈ欄に適用する補助率に応じて次の額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を記入すること。 

 ①Ｈ欄の補助率が２／３のときは、Ｈ欄の額に９／８を乗じた額 ②Ｈ欄の補助率が１／２のときは、Ｈ欄の額に３／２を乗じた額 
 
  

 



別紙 1 

特定教育・保育施設整備費補助金事業費精算書（継続事業）

施設名： （単位：円） 

項目 総事業費
（Ａ） 

寄附金その
他の収入予
定額（Ｂ） 

差引額（Ｃ） 
（Ａ-Ｂ） 

対象経費の
実支出予定

額（Ｄ） 

選定額（Ｃ・
Ｄのいずれ
か小さい額）

（Ｅ） 

国の交付金
又は府の補
助金の交付
基準額（Ｆ） 

補助基本額
（Ｅ・Ｆのいず
れか小さい

額）（Ｇ） 

当該年度の
事業進捗率

（Ｈ） 

国の交付金
額又は府の
補助金額

（Ⅰ） 

国の交付金
又は府の補
助金を受け
て市が交付
する補助金

の額（J） 

市補助金交
付決定額

（K） 

補助金選定
額 (J･K の
いずれか少
ない額)（L） 

市補助金受
入済額（M） 

差引過不額 
（L-M） 

対象経費＋対象外経費    

対象経費合計               

本体工事費  

  

 

  

 

  

  

工事費    

特殊附帯工事費    

外構工事費（防犯対策に限
る）    

工事事務費（上記工事費の
2.6%が上限）    

実施設計費    

耐震診断費    

開設準備にかかる備品費等    

土地賃借料（敷金を除き礼金
を含む。）    

定期借地権設定のための一
時金    

地域の余裕スペース加算（事
業費には含めず）    

解体撤去工事費    

  
解体撤去工事費    

工事事務費（解体撤去工事
費の 2.6%が上限）    

仮設施設整備工事費    

  
仮設施設整備工事費    

工事事務費（仮設施設整備
工事費の 2.6%が上限）    

対象外経費（外構など）     

（注） 

・Ａ欄には、対象経費以外も含めた総事業費を記入すること。 
・Ｂ欄には、市補助金以外の収入がある場合にその金額を記入すること。 
・Ｄ欄には、Ａ欄のうち対象経費に係る支出予定額を記入すること。 

・Ｆ欄には、市が交付を受ける国の交付金又は府の補助金の算定基準額を記入すること。基準額が補助率を乗じた額のときは、乗じる前の額を記入すること。 
・Ⅰ欄には、補助基本額（Ｇ）に当該年度の事業進捗率及び適用する補助率２／３又は１／２を乗じた額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を記入すること。 
・Ｊ欄には、Ⅰ欄に適用する補助率に応じて次の額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を記入すること。 

 ①Ⅰ欄の補助率が２／３のときは、Ⅰ欄の額に９／８を乗じた額 ②Ⅰ欄の補助率が１／２のときは、Ⅰ欄の額に３／２を乗じた額 
 
 



別紙２ 

事業実績報告書 

１ 実施施設の概要 

（１）施設の名称                 

（２）施設の所在地                           

（３）施設の種別           

（４）設置主体及び経営主体                       

（５）入所（利用）定員                         （人） 

区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

整 備 前        

増 減        

整 備 後        

うち１号定員     

（６）補助事業完了年月日     年  月  日 

２ 施設整備の内容 

（１）施設の規模及び構造 

ア 整備事業（解体撤去工事費、仮設施設整備工事費を除く。） 

(ｱ)敷地面積        ㎡ 

(ｲ)敷地の所有関係（自己所有地、借地、買取地の別）           

(ｳ)整備区分          

(ｴ)建物の面積  建築面積      ㎡   延べ床面積       ㎡ 

(ｵ)建物の構造          造 

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

(ｱ)建物面積   建築面積      ㎡   延べ床面積       ㎡ 

(ｲ)建物の構造         造 

(ｳ)建築年月日      年  月  日 

(ｴ)補助金の区分（    年度 市補助金・民間・自己資金・その他）          

(ｵ)処分年月日      年  月  日 

ウ 仮設施設整備工事 

(ｱ)建物面積   建築面積      ㎡   延べ床面積       ㎡ 

(ｲ)建物の構造         造 



（２）支出済事業費総額 

① 本体工事費                  円 

② 工事事務費                 円 

③ 実施設計費                 円 

④ 特殊附帯設備工事費             円 

⑤ 解体撤去工事費               円 

⑥ 仮設施設整備工事費             円 

⑦ その他の工事費               円 

⑧ 合計                    円 

（３）施工期間 

ア 契約年月日         年  月  日 

イ 着工年月日         年  月  日 

ウ 竣工年月日         年  月  日 

エ 事業開始年月日       年  月  日 

オ 解体撤去工事関係 

(ｱ) 着工年月日         年  月  日 

(ｲ) 完了年月日         年  月  日 

カ 仮設施設整備工事関係 

(ｱ) 工事期間         年  月  日～    年  月  日 

(ｲ) 仮設施設の使用期間    年  月  日～    年  月  日 

３ その他参考事項 

 

   

 



別紙３ 

法 人 名              

施 設 名              

代表者氏名            印 

年度岸和田市特定教育・保育施設建設特別会計歳入歳出決算書 

（収  入） 

自 己 資 金                  円 

福 祉医療 機 構 借入金                  円 

       年度市補助金                  円 

そ の 他                 円 

 

計                      円 

（支  出） 

本 体 工 事 費                  円 

工 事 事 務 費                  円 

実 施 設 計 費                  円 

特殊 附 帯設備工 事 費                  円 

解 体 撤 去 工 事 費                  円 

仮 設施設 整 備 工事費                  円 

そ の他対 象 外 工事費                  円 

 

計                                       円 



様式第５号（第 12 条関係） 

  年  月  日 

岸和田市長        様 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名           印 

     年度岸和田市特定教育・保育施設整備費補助金交付請求書  

 岸和田市特定教育・保育施設整備費補助金交付要綱第 12 条の規定により、下記のと

おり請求します。 

記 

請求金額      金             円 

 ただし、  年  月  日付          第  号に基づく補助金 

交 付 確 定 額 円 

内 訳 

既 受 領 額 円 

今 回 請 求 額 円 

残     額 円 

 補助金は下記口座へ振り込んで下さい。 

金融機関名  

支 店 名  

口 座 番号   種 別 普通 ・ 当座 

フ リ ガナ   

口 座 名  
 


